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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】防水性の高い非常用携帯電源および非常用電源
システムを提供する。
【解決手段】非常用携帯電源１０００は、第１の部屋１
００ａと、第１の部屋の上部に位置する第２の部屋１０
０ｂとを有するケース１００と、第２の部屋に収容され
たバッテリー２１０を含む電装部品２００と、を備える
。ケースは、外部と第１の部屋とをつなげるドレーン１
０１を有する。さらに、非常用携帯電源は、第１の部屋
と第２の部屋とを連通する連通路１０３と、連通路を開
閉する弁機構１４０と、を備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
本明細書に記載の発明。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電源および電源システムに関し、特に、災害による停電時などに用いられる
非常用携帯電源においてケース内の電装部品が水没するのを阻止するための構造、および
このような構造の非常用携帯電源を持ち運び可能な太陽電池パネルと組み合わせた非常用
携帯電源システムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、電源としてバッテリーを備えたポータブル電源がある。このような電源は、
災害などによる停電時には、所望の場所で、携帯電話などの携帯電子機器の充電やその他
テレビや照明器具などの電気器具の電源として用いることができる。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、このような災害用ポータブル電源として利用できる携帯式電
源装置が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－１３１０８９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところが、従来の災害用ポータブル電源は防水性が不十分であった。
【０００６】
　例えば、特許文献１に開示の携帯式電源装置は防水されていないため、水がかかったり
、浸水したりするおそれのある屋外で使用した場合の信頼性は乏しいものであった。
【０００７】
　本発明は、防水性の高い非常用携帯電源を得ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、以下の項目を提供する。
【０００９】
　（項目１）
　第１の部屋と、該第１の部屋の上部に位置する第２の部屋とを有するケースと、
　該第２の部屋に収容されたバッテリーを含む電装部品と
　を備え、
　該ケースは、外部と該第１の部屋とをつなげるドレーンを有する、電源。
【００１０】
　（項目２）
　前記第１の部屋と前記第２の部屋とを連通する連通路と、
　該連通路を開閉する開閉機構と
　をさらに備えた、項目１に記載の電源。
【００１１】
　（項目３）
　前記開閉機構は、前記ドレーンから前記第１の部屋への水の浸入に応答して前記連通路
を閉鎖するよう構成されている、項目２に記載の電源。
【００１２】
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　（項目４）
　前記開閉機構は、逆止弁またはフロートバルブである、項目２または３に記載の電源。
【００１３】
　（項目５）
　前記ケースは、該ケースを水平面に配置したとき、前記第１の部屋の内床面が水平面に
対して傾斜するように構成されており、
　該傾斜した内床面の最も低い位置に前記ドレーンが取り付けられている、項目１から項
目４のいずれか一項に記載の電源。
【００１４】
　（項目６）
　前記ケースは、側壁を有し、
　該側壁は、１つ以上の負荷機器が接続される接続部を含み、
　該接続部は、該１つ以上の負荷機器との接続面が下方を向くように構成されている、項
目１から項目５のいずれか一項に記載の電源。
【００１５】
　（項目７）
　前記接続面は、前記ケースを水平面に配置したとき、該水平面に対して傾斜している、
項目６に記載の電源。
【００１６】
　（項目８）
　前記傾斜の角度は、約３０°～約６０°である、項目７に記載の電源。
【００１７】
　（項目９）
　前記ケースは、
　開口を有するケース本体と、
　該ケース本体に着脱可能に構成された蓋部材と
　を有し、
　前記ケースは、
　前記開口と前記蓋部材との間を密封するように該ケース本体あるいは該蓋部材に取り付
けられたシール部材とを有する、項目１から項目８のいずれか一項に記載の電源。
【００１８】
　（項目１０）
　前記蓋部材は、
　前記開口を塞ぐ蓋部材本体と、
　前記ケース本体に対してスライド可能に設けられたスライド手段と
　を有し、
　該スライド手段には前記バッテリーが載置可能である、項目９に記載の電源。
【００１９】
　（項目１１）
　前記ケースは、
　前記蓋部材を前記ケース本体に対して固定するロック機構を有する、項目９から項目１
０のいずれか一項に記載の電源。
【００２０】
　（項目１２）
　前記ケースは、
　前記バッテリーから電力の供給を受ける負荷機器の電源コネクタが接続される接続部を
有する第１の側壁と、
　前記バッテリーを充電する外部電源の出力コネクタが接続される接続部を有する第２の
側壁と、
　前記ケースに対して前記バッテリーを出し入れする前記開口を有する第３の側壁と
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　を有し、
　該第１の側壁、該第２の側壁、および該第３の側壁は、前記ケースの別々の側面を形成
している、項目１から項目１１のいずれか一項に記載の電源。
【００２１】
　（項目１３）
　項目１から項目１２のいずれか一項に記載の電源は、持ち運び可能で災害時に使用可能
な非常用携帯電源である、電源。
【００２２】
　（項目１４）
　項目１３に記載の電源と、
　該電源の充電に用いられる持ち運び可能な携帯太陽電池パネルと
　を備えた、電源システム。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明によれば、防水性の高い非常用携帯電源を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明の電源の基本構成を説明するための模式図であり、図１（ａ）は、この電
源１０００の基本構成を示し、図１（ｂ）はこの電源を利用する場合を示し、図１（ｃ）
はこの電源のバッテリー２１０を充電する場合を示す。
【図２】図１に示す本発明の電源の具体的な構成を説明するための斜視図であり、図２（
ａ）および図２（ｂ）はそれぞれ、本発明の実施形態１による非常用携帯電源１０００を
斜め前方および斜め後方から見た外観を示す。
【図３】図２に示す非常用携帯電源１０００のケース１００の具体的な構造を説明するた
めの図であり、図２（ａ）のＩＩＩ－ＩＩＩ線断面の構造を示す。
【図３Ａ】図３に示す非常用携帯電源１０００の変形例である非常用携帯電源１０１０を
示す図であり、図３に示す断面（図２（ａ）のＩＩＩ－ＩＩＩ断面）に相当する断面構造
を示す。
【図４】図２に示す非常用携帯電源１０００のケース１００の具体的な構造を説明するた
めの図であり、図２（ａ）のＩＶ－ＩＶ線断面構造を示す。
【図５】図２に示す非常用携帯電源１０００のケース１００の具体的な構造を説明するた
めの図であり、図５（ａ）はケース底板５０を図３のＡ点から矢印方向に見た構造を示し
、図５（ｂ）はケース内の仕切板１２０を図３のＢ点から矢印方向に見た構造を示す。
【図６】図２に示すケース１００の具体的な構造を説明するための図であり、図６（ａ）
、図６（ｂ）、図６（ｃ）および図６（ｄ）はそれぞれ、図２に示すケース１００の第１
の側壁１０、第２の側壁２０、第３の側壁３０および第４の側壁４０の構造を示す。
【図７】図２に示すケース１００にバッテリー２１０を蓋部材１３０とともにスライド可
能に収容する構造を説明するための斜視図であり、図７（ａ）は、蓋部材１３０のスライ
ドによりバッテリー２１０をケース１００の内部から引き出した状態を示し、図７（ｂ）
は、バッテリー２１０の引き出し後にバッテリー２１０を蓋部材１３０から取り除いた状
態を示す。
【図８】図２に示す非常用携帯電源１０００の使用状態を説明するための図であり、図８
（ａ）および図８（ｂ）はそれぞれケースの前面側を示す斜視図および平面図、図８（ｃ
）は図８（ｂ）のＸＩＩＩｃ－ＸＩＩＩｃ線断面図である。
【図９】図８に示す非常用携帯電源１０００の使用状態においてケース内に水が浸入する
様子を説明するための図であり、図９（ａ）、図９（ｂ）は、ケース内での水嵩の変化を
図２（ａ）のＩＩＩ－ＩＩＩ線断面で示す図であり、図９（ｃ）、図９（ｄ）は、ケース
内での水嵩の変化を図２（ａ）のＩＶ－ＩＶ線断面で示す図である。
【図１０】図８に示す非常用携帯電源１０００の使用状態においてケース内での水嵩の変
化に応じて開閉機構が動作する様子を説明するための図であり、図１０（ａ）、図１０（
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ｂ）は、開閉機構１４０の動作を図２（ａ）のＩＩＩ－ＩＩＩ線断面で示す図であり、図
１０（ｃ）、図１０（ｄ）は、開閉機構１４０の動作を図２（ａ）のＩＶ－ＩＶ線断面で
示す図である。
【図１１】図２に示す非常用携帯電源を充電する場合を説明するための図であり、図１１
（ａ）および図１１（ｂ）はそれぞれケースの後面側を示す斜視図および平面図、図１１
（ｃ）は図１１（ｂ）のＸＩｃ－ＸＩｃ線断面図である。
【図１２】図２に示すケース１００に収容されるバッテリー２１０を交換する方法を説明
するための斜視図である。
【図１３】本発明の実施形態２による携帯充電システムを説明するための斜視図であり、
図２に示す実施形態１の非常用携帯電源１０００を持ち運び可能な太陽電池パネル１１０
０により充電する様子を示す。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　本明細書において、「約」とは、後に続く数字の±１０％の範囲内をいう。
【００２６】
　本発明の電源は、従来の災害用ポータブル電源における防水性が不十分であるという課
題を解決したものであり、例えば、災害による停電時などに用いられる非常用携帯電源と
して有用なものである。
【００２７】
　本発明は、電源のケースを第１の部屋とその上部に位置する第２の部屋とを有する構造
とし、第１の部屋の下部にドレーンを設け、かつ、バッテリーを含む電装部品を第２の部
屋に収容する。
【００２８】
　上記の構成により、電装部品が、浸水が始まる第１の部屋ではなく、その上部に位置す
る第２部屋に配置されるため、電装部品に対する防水性を高めることが可能となる。
【００２９】
　従って、本発明に係る電源は、上下に位置する２つの部屋を有するケースを備え、ケー
スの下部に２つの部屋のうちの下部の部屋を外部につなげるドレーンを設け、さらに、下
部の上部の部屋にバッテリーなどの電装部品を配置したものであればどのようなものでも
よく、その他の構成は限定されるものではない。
【００３０】
　ケースの材質は任意の材料から選択し得る。例えば、ケースの材質は、ステンレスやス
チールなどの金属製の部材、あるいはアクリル、塩化ビニール、発泡ポリエチレン、ＰＥ
Ｔ樹脂といった樹脂製部材で構成されたもの、あるいは金属製部材と樹脂製部材との組み
合わせたものでもよい。ただし、ケースに用いられる材質は、金属材料や樹脂材料に限定
されるものではない。
【００３１】
　設けるドレーンの数は任意であり得る。１つであってもよいし、２つ以上の複数であっ
てもよい。
【００３２】
　電源のケースに収容されるバッテリーの種類は任意であり得る。例えば、リチウムイオ
ンバッテリーを用いることができるが、これに限定されるものではなく、ニッケル水素電
池や鉛蓄電池などであってもよい。
【００３３】
　ドレーンの形態は任意であり得る。例えば、孔であってもよいし、チューブやパイプで
あっても良い。
【００３４】
　１つの実施形態において、第１の部屋と第２の部屋とを連通する連通路と、連通路を開
閉する開閉機構とをさらに備えたものでもよい。
【００３５】
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　連通路を設けることにより、電装部品から発生する熱を、ドレーンを介して外部に放出
することが可能となる。連通路の形態は任意であり得る。例えば、孔であってもよいし、
チューブやパイプであっても良い。そして、開閉機構を設けることにより、第１の部屋に
浸水してきた水を第２の部屋に浸水しないようにすることが可能となる。
【００３６】
　開閉機構は、任意の形態であり得る。例えば、開閉機構はドレーンを介して外部から第
１の部屋への水の浸入に応答して連通路を閉鎖する逆止弁またはフロートバルブ（ボール
キャッチ）などが用いられる。また、これらの開閉機構は、水圧が一定圧力に達するまで
は閉まらないバネ式のものでもよい。このような開閉機構を設けることにより、第１の部
屋に浸水してきた水が電装部品が収容された第２の部屋に浸水するのを防止することが可
能となる。
【００３７】
　しかし、本発明の開閉機構はこれらに限定されない。
【００３８】
　１つの実施形態において、さらに、ケースは、ケースを水平面に配置したとき、第１の
部屋の内床面が水平面に対して傾斜するように構成され、傾斜した内床面の最も低い位置
にドレーンが取り付けられたものでもよい。
【００３９】
　このように内床面に傾斜を設けることにより、第１の部屋に浸入した水は、水嵩の低下
に応じてケースの外部に流れ出やすくすることができる。
【００４０】
　以下、図１を用いて本発明の電源の基本構成を説明する。
【００４１】
　図１は、本発明の電源の基本構成を説明するための模式図であり、図１（ａ）は、この
電源１０００の基本構成を示し、図１（ｂ）はこの電源を利用する場合を示し、図１（ｃ
）はこの電源のバッテリー２１０を充電する場合を示す。
【００４２】
　本発明の電源１０００は、第１の部屋１００ａおよび第１の部屋１００ａの上部に位置
する第２の部屋１００ｂを有するケース１００と、第２の部屋１００ｂに収容されたバッ
テリー２１０とを備え、ケース１００は、外部と第１の部屋１００ａとをつなげるドレー
ン１０１を有する。第２の部屋１００ｂには収容されるバッテリー２１０は、例えば、リ
チウムイオンバッテリーを用いることができるが、これに限定されるものではなく、ニッ
ケル水素電池や鉛蓄電池などであってもよい。また、バッテリー２１０は、バッテリーカ
ートリッジなど、ケース１００のバッテリー取付部に嵌め込んだりバッテリー取付部から
引き抜いたりするだけでケース１００に対するバッテリー２１０の着脱をケース１００内
の電装部品との電気的な接続も含めて簡単に行うことができるように構成されたものでも
よい。
【００４３】
　本発明の電源１０００は、図１（ｂ）に示すように、１以上の負荷機器（例えば、３つ
の負荷機器Ｌ１～Ｌ３）をこの電源１０００に接続することにより、そのケース１００に
収容されたバッテリー２１０から負荷機器Ｌ１～Ｌ３への給電を行うことができる。
【００４４】
　図に示す形態では負荷機器はＬ１～Ｌ３の３つであるが、本発明はこれに限定されない
。負荷機器の数は１つまたは２つであってもよいし、４以上であってもよい。
【００４５】
　負荷機器は任意の種類であってよい。例えば、負荷機器Ｌ１～Ｌ３は、携帯電話の充電
器、テレビ、照明などの電気器具であり、これらの電気器具の給電を行うことにより携帯
電話の充電、テレビの視聴、夜間の照明などが可能となる。なお、本発明の電源１０００
から電気器具への給電は、上記の電気器具への給電に限らず、例えば、浄水器や水をくみ
上げるためのポンプなどへの給電、エアコン、扇風機などへの給電、暖房器具、電気ヒー
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ターなどへの給電、あるいは、電子レンジ、炊飯器、給湯器など調理器具への給電であっ
てもよい。従って、電源１０００は、災害による停電時の非常用電源として用いることが
できる。さらに、電源１０００は、持ち運び可能な構造（例えば、サイズ、重量、形状な
ど）に設計された非常用携帯電源であってもよい。
【００４６】
　また、この非常用携帯電源１０００は、図１（ｃ）に示すように、１以上の外部電源（
例えば、外部電源Ｐ１～Ｐ３）によって、内部のバッテリー２１０を充電可能なものであ
ってもよい。ここで、外部電源Ｐ１～Ｐ３は、例えば、一般家庭や工場に供給されている
商用電源（ＡＣ１００Ｖ、ＡＣ２００Ｖを出力するもの）、自動車のバッテリー（ＤＣ１
２Ｖ、ＤＣ２４Ｖなどを出力するもの）、太陽電池パネル（例えば、発電されたＤＣ電力
、あるいはＤＣ電力から変換されたＡＣ電力を出力するもの）である。
【００４７】
　このような非常用携帯電源１０００では、ケース１００の上部には、第２の部屋１００
ｂのバッテリー２１０などで発生した熱をケース外部に放出するための換気口１０２が設
けられていてもよい。この場合、第２の部屋１００ｂでの熱対流により換気口１０２から
の排気が効果的に行われるように、換気口１０２は、第２の部屋１００ｂおよび第１の部
屋１００ａを介してドレーン１０１につながっていることが好ましい。
【００４８】
　具体的には、第１の部屋１００ａと第２の部屋１００ｂとを仕切る仕切壁１２０に、第
１の部屋１００ａと第２の部屋１００ｂとを連通する連通路１０３が設けられていてもよ
い。ただし、第１の部屋１００ａと第２の部屋１００ｂとを連通するための構成は、連通
路１０３に限定されず、例えば、連通路１０３のように仕切壁１２０を貫通するものでは
なく、第１の部屋１００ａと第２の部屋１００ｂとがつながるようにケース１００の外周
壁に設けられたバイパス路１０３ａであってもよい。なお、ケース１００には、連通路１
０３およびバイパス路１０３ａのいずれか一方のみが形成されていても、あるいは両方が
形成されていてもよい。
【００４９】
　さらに、ケース１００に連通路１０３が設けられている場合は、第１の部屋１００ａが
完全に浸水したときに、水が連通路１０３を介して第１の部屋１００ａから第２の部屋１
００ｂに浸入しないようにしておくことが望ましいことから、ケース１００は、連通路１
０３を開閉する開閉機構１４０を有するものでもよい。これは、ケース１００に連通路１
０３の代わりに、あるいは連通路１０３に加えてバイパス路１０３ａが設けられている場
合も同様である。
【００５０】
　さらに、第２の部屋１００ｂには、バッテリー２１０だけではなく、電源１０００のバ
ッテリー２１０から負荷機器Ｌ１～Ｌ３に電力を供給するための種々の回路２２０、およ
び、電源１０００と負荷機器Ｌ１～Ｌ３とを接続するためのコネクタ部２３０が設けられ
ている。
【００５１】
　また、種々の回路２２０は、電源１０００のバッテリー２１０を外部電源Ｐ１～Ｐ３の
出力により充電する機能を有していてもよい。その場合、コネクタ部２３０は、電源１０
００のバッテリー２１０を外部電源Ｐ１～Ｐ３に接続するための構成を有することが望ま
しい。なお、以下の説明では、バッテリー２１０、種々の回路２２０、およびコネクタ部
２３０をまとめて電装部品２００という。
【００５２】
　ここで、バッテリー２１０から負荷機器Ｌ１～Ｌ３に電力を供給するための種々の回路
２２０は、一体化された回路ユニット（例えば、モジュール）で構成してもよいし、ある
いはプリント基板上に種々の回路素子を実装して構成してもよい。
【００５３】
　回路ユニット２２０は、バッテリー２１０のＤＣ出力を所定の電圧に変換したり、ある
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いはＤＣ出力を所定の周波数および所定の電圧のＡＣ出力に変換したりする機能、バッテ
リー２１０に供給される外部電源からのＤＣ入力を所定の電圧に変換したり、あるいは外
部電源からのＡＣ入力を所定のＤＣ電圧に変換したりする機能を有していてもよい。
【００５４】
　さらに、回路ユニット２２０は、非常用携帯電源１０００を２台以上接続した場合には
、１台目の非常用携帯電源１０００のバッテリー２１０の電力がなくなったことを検出し
、２台目の非常用携帯電源１０００から負荷機器Ｌ１～Ｌ３への給電を行う複数の非常用
携帯電源１０００の出力を切り替える機能を有していてもよい。
【００５５】
　コネクタ部２３０は、負荷機器Ｌ１～Ｌ３の電源コネクタと接続される給電コネクタ、
および外部電源Ｐａ～Ｐｃの出力コネクタと接続される受電コネクタを含む。
【００５６】
　給電コネクタは、電源１０００からＤＣ電力を出力するＤＣ給電コネクタ、電源１００
０からＡＣ電力（例えば、商用のＡＣ１００Ｖ）を出力するＡＣ給電コネクタ（ＡＣコン
セント）、および電源１０００からＵＳＢ端子を介して給電を行うＵＳＢ給電コネクタ（
ＵＳＢポート）のうちの少なくとも１つを有する。ただし、負荷機器への給電を行うため
の給電コネクタは、これらのコネクタに限定されるものではない。
【００５７】
　受電コネクタは、電源１０００のバッテリー２１０の充電のためにＡＣ電力（例えば、
商用のＡＣ１００Ｖ）を入力するためのＡＣ受電コネクタ、電源１０００のバッテリー２
１０の充電のためにＤＣ電力（例えば、車両のバッテリーの出力（ＤＣ１２Ｖ、ＤＣ２４
Ｖなど）を入力するためのＤＣ受電コネクタあるいは車載のシガーソケットに対応したシ
ガーソケット用受電コネクタのうちの少なくとも１つを有する。ただし、受電コネクタは
、これらのコネクタに限定されるものではない。
【００５８】
　以下の実施形態の説明では、本発明の実施形態１として、本発明にかかる電源の一例で
ある非常用携帯電源１０００を挙げる。さらに、本発明の実施形態２として、実施形態１
の非常用携帯電源１０００とともに持ち運び可能な太陽電池パネル１１００を備えた電源
システム１００１を説明する。
【００５９】
　実施形態１の電源１０００は、上述した本発明の基本構成（すなわち、第１の部屋１０
０ａと第２の部屋１００ｂとを有するケース１００、電装部品２００、およびドレーン１
０１）に加えて、換気口１０２、連通路１０３および開閉機構１４０を備えたものとする
。実施形態１では、電装部品２００は、給電コネクタとして上記の３種類のコネクタを有
し、受電コネクタとして上記の３種類のコネクタを有するものとする。また、以下で説明
する実施形態１の電源は、非常用電源として用いる持ち運び可能な電源１０００とする。
【００６０】
　以下、本発明の実施形態について図面を参照しながら説明する。
【００６１】
　（実施形態１）
　図２は、図１に示す本発明の電源の具体的な構成を説明するための斜視図であり、図２
（ａ）および図２（ｂ）はそれぞれ、本発明の実施形態１による非常用携帯電源１０００
を斜め前方および斜め後方から見た外観を示す。
【００６２】
　実施形態１の非常用携帯電源１０００は、図１に示すように、ケース１００と、ケース
１００に収容された電装部品２００とを有する。ここで、電装部品２００は上述したとお
り、バッテリー２１０と、バッテリー２１０の充電および放電を行うための回路ユニット
２２０と、負荷機器Ｌ１～Ｌ３および外部電源Ｐ１～Ｐ３の接続プラグを本非常用携帯電
源１０００に接続するコネクタ部２３０とを有する。ここで、ケース１００は、ステンレ
スやスチールなどの金属製の部材、あるいはアクリル、塩化ビニール、発泡ポリエチレン
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、ＰＥＴ樹脂といった樹脂製部材で構成されたもの、あるいは金属製部材と樹脂製部材と
の組み合わせたものでもよい。ただし、ケース１００に用いられる部材は、金属材料や樹
脂材料に限定されるものではない。
【００６３】
　ケース１００は、図に示す実施形態において、略直方体形状であるが、これに限定され
ない。任意の形状であり得る。例えば、略直方体形状であれば複数の電源を上下に積み重
ね（スタッキング）しやすくなる。図２（ａ）および図２（ｂ）に示すように、ケース１
００の前面部、後面部、左側面部および右側面部に対応する第１～第４の４つの側壁１０
、２０、３０、４０と、ケースの上面部を構成するケース天板６０と、ケース１００の底
面部を構成するケース底板５０とを有する。４つの側壁、ケース天板およびケース底板は
それぞれ別部材で構成されていてもよいし、一体成形されたものであってもよい。
【００６４】
　なお、これらの第１～第４の４つの側壁１０、２０、３０および４０は、それぞれ異な
る機能のインターフェースを備えることが可能である。これらの４つの側壁、並びにケー
ス天板６０およびケース底板５０の詳細な構造は後述する。
【００６５】
　次に、ケース１００の内部構造を説明する。
【００６６】
　図３～図５は、図２に示す非常用携帯電源１０００のケース１００の具体的な構造を説
明するための図であり、図３は、図２（ａ）のＩＩＩ－ＩＩＩ線断面の構造を示し、図４
は、図２（ａ）のＩＶ－ＩＶ線断面の構造を示し、図５（ａ）はケース１００の底板を図
３のＡ点から矢印方向に見た構造を示し、図５（ｂ）はケース内の仕切板１２０を図３の
Ｂ点から矢印方向に見た構造を示す。
【００６７】
　非常用携帯電源１０００のケース１００は、図３に示すように、第１の部屋１００ａお
よびその上部に位置する第２の部屋１００ｂを含むケース本体１１０と、第１の部屋１０
０ａと第２の部屋１００ｂとを仕切る仕切壁１２０と、ケース本体１１０のケース開口１
１０ａに装着される蓋部材１３０と、仕切壁１２０に形成された連通路１０３を開閉する
開閉機構１４０とを有する。
【００６８】
　ケース本体１１０は、前面部を形成する第１の側壁１０、後面部を形成する第２の側壁
２０、左側面部を形成する第３の側壁３０、および右側面部を形成する第４の側壁４０、
底面部を構成するケース底板５０、および上面部を形成するケース天板６０を含む。
【００６９】
　ここで、ケース底板５０には、図５（ａ）に示すように、第４の側壁４０に近接して一
対のドレーン１０１ａ、１０１ｂが取り付けられており、ケース１００の外部と第１の部
屋１００ａとはドレーン１０１ａ、１０１ｂを介してつながっている。このため、ケース
１００が浸水して徐々に水嵩が増大するとき、ケース１００では、ドレーン１０１ａ、１
０１ｂ（以下、単にドレーン１０１ともいう。）から第１の部屋１００ａに水が浸入する
こととなり、少なくとも第１の部屋１００ａが満水になる前に、第２の部屋１００ｂがい
きなり浸水することはない。
【００７０】
　さらに、図２（ｂ）および図３に示すように、第４の側壁４０には複数の換気口１０２
が形成されており、これによりケース１００の外部と第２の部屋１００ｂとは換気口１０
２を介してつながっている。複数の換気口１０２の各々には雨よけ庇１０２ａが形成され
ている。これらの換気口１０２により第４の側壁４０には換気部４０ａが形成されており
、第２の部屋１００ｂに収容されているバッテリー２１０や回路ユニット２２０などの電
装部品２００で発生した熱が換気口１０２を介してケース１００の外部に放出される。
【００７１】
　さらに、図４および図５（ｂ）に示すように、仕切壁１２０の中央部には、円形開口を
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有する貫通穴が対向するよう形成されており、この対向する貫通穴が第１の部屋１００ａ
と第２の部屋１００ｂとを連通する連通路１０３ａおよび１０３ｂとなっている。これら
の連通路１０３ａおよび１０３ｂにより第１の部屋１００ａと第２の部屋１００ｂとがつ
ながることにより、ドレーン１０１、第１の部屋１００ａ、連通路１０３、第２の部屋１
００ｂ、および換気口１０２を通る空気の移動経路がケース１００内に形成され、第２の
部屋１００ｂの電装部品２００が発生した熱が熱対流により効果的にケース１００の外部
に放出される。また、図に示す実施形態において、貫通孔は仕切壁１２０の略中央部に設
けられているが、貫通孔の配置は任意であり得る。
【００７２】
　さらに、図３、図４、図５（ｂ）に示すように、仕切壁１２０の下面（第１の部屋１０
０ａ側の面）には、連通路１０３ａ、１０３ｂを開閉する開閉機構１４０ａ、１４０ｂが
取り付けられている。例えば、開閉機構１４０ａは、連通路１０３ａを形成する貫通穴を
密閉可能な形状、例えば、貫通穴の直径より大きな直径を有する球形状を有するボール弁
１４１ａと、ボール弁１４１ａが仕切壁１２０から所定距離離れた位置に位置するように
ボール弁１４１ａを支持する複数の支持アーム１４２ａとを有する。ここで、ボール弁１
４１ａは、Ｌ字型の支持アーム１４２ａの下端がボール弁１４１ａの下部周縁部に当接す
ることにより支持アーム１４２ａにより支持される。支持アーム１４２ａは、ボール弁１
４１ａが連通路１０３ａを形成する貫通孔の直下の位置から水平方向にずれないように３
個以上設けられており、３個以上の支持アーム１４２ａは、貫通穴の中心軸の周りに均等
に配置されていることが望ましい。
【００７３】
　もう一つの開閉機構１４０ｂも、開閉機構１４０ａと同様に、ボール弁１４１ｂとこれ
を支持する複数の支持アーム１４２ｂとを有する。
【００７４】
　ここで、ボール弁１４１ａ、１４１ｂは一般的にフロートバルブと呼ばれるもので水に
浮かぶ構造となっており、例えば、中空の金属製球体あるいは樹脂製球体で構成されてい
る。ボール弁１４１ａ、１４１ｂは中空の球体に限定されるものではなく、水より比重の
小さい材料であれば、中空構造でなく中実構造でもよい。また、支持アーム１４２ａ、１
４２ｂも金属製部材でも樹脂製部材でもよく、さらには、その他の材料で構成したもので
もよい。図に示す実施形態において、開閉機構は２つ設けているが、本発明はこれに限定
されない。１つであってもよいし、３つ以上であってもよい。
【００７５】
　このように開閉機構１４０ａ、１４０ｂは、第１の部屋１００ａへの水の浸入により第
１の部屋１００ａでの水嵩が増大すると、支持アーム１４２ａ、１４２ｂにより支持され
たボール弁１４１ａ、１４１ｂが、浮力により支持アーム１４２ａ、１４２ｂから浮き上
がり、支持アーム１４２ａ、１４２ｂにガイドされながら連通路１０３ａ、１０３ｂの貫
通穴に近づき、最終的にこれらの貫通穴を塞ぐように構成されている。
【００７６】
　なお、開閉機構１４０は、図３、図４、図５（ｂ）で説明したものに限定されるもので
はなく、その他の任意の形態の開閉機構（例えば、逆止弁など）を用いることができるこ
とは言うまでもない。
【００７７】
　次に、ケース１００を構成する４つの側壁の各々に備わっているインターフェース機能
について説明する。
【００７８】
　図６は、図２に示すケース１００の具体的な構造を説明するための図であり、図６（ａ
）、図６（ｂ）、図６（ｃ）および図６（ｄ）はそれぞれ、図２に示すケース１００の第
１の側壁１０、第２の側壁２０、第３の側壁３０および第４の側壁４０の構造を示す。
【００７９】
　〔第１の側壁１０〕



(11) JP 2020-184875 A 2020.11.12

10

20

30

40

50

　ケース１００の前面部を形成する第１の側壁１０は、非常用携帯電源１０００のバッテ
リー２１０の電力を１以上の負荷機器（例えば、負荷機器Ｌ１～Ｌ３）に出力するための
インターフェースとなっている。以下、第１の側壁１０は給電側側壁１０ともいう。
【００８０】
　給電側側壁１０は、図１（ｂ）、図２（ａ）、図６（ａ）および図４に示すように、負
荷機器Ｌ１～Ｌ３を接続するための接続部１１～１３を含み、さらに、電源スイッチ１０
ａおよび現在時刻や電池残量を表示する表示部１０ｂを含む。接続部１１は、例えば、負
荷機器Ｌ１が接続され、負荷機器Ｌ１にバッテリー２１０からのＤＣ電圧を出力するＤＣ
給電部１１である。接続部１２は、例えば、負荷機器Ｌ２が接続され、負荷機器Ｌ２にバ
ッテリー２１０のＤＣ電圧から変換された商用ＡＣ電圧（ＡＣ１００Ｖ）を出力するＡＣ
給電部１２である。接続部１３は、例えば、負荷機器Ｌ３が接続され、負荷機器Ｌ３にバ
ッテリー２１０のＤＣ電圧を降圧して得られたＵＳＢ対応電圧を出力するＵＳＢ給電部１
３である。ＤＣ給電部１１、ＡＣ給電部１２、およびＵＳＢ給電部１３は、給電側側壁１
０の第２の部屋１００ｂに対向する部分に配置されている。
【００８１】
　ＤＣ給電部１１は、図８に示すように、給電側側壁１０の表面に形成された凹部（ＤＣ
給電ピット）１１ａの上面にＤＣ給電コネクタ１１ｂを埋め込んだ構造となっている。Ｄ
Ｃ給電コネクタ１１ｂには、負荷機器Ｌ１のＤＣ入力プラグ（電源コネクタ）Ｌ１ａ（図
８参照）が装着されるようになっている。このＤＣ給電部１１では、凹部（ＤＣ給電ピッ
ト）１１ａの上面が負荷機器Ｌ１との接続面１１ｃとなる。
【００８２】
　ＡＣ給電部１２は、図８に示すように、ＤＣ給電ピット１１ａの上部に位置するように
給電側側壁１０の表面に形成された凹部（ＡＣ給電ピット）１２ａの上面にＡＣ給電コネ
クタ（ＡＣコンセント）１２ｂを埋め込んだ構造となっている。ＡＣコンセント１２ｂに
は、負荷機器Ｌ２のＡＣ入力プラグ（電源コネクタ）Ｌ２ａ（図８参照）が装着されるよ
うになっている。このＡＣ給電部１２では、凹部（ＡＣ給電ピット）１２ａの上面が負荷
機器Ｌ２との接続面１２ｃとなる。
【００８３】
　ＵＳＢ給電部１３は、図８に示すように、ＤＣ給電ピット１１ａおよびＡＣ給電ピット
１２ａに隣接して位置するように給電側側壁１０の表面に形成された凹部（ＵＳＢ給電ピ
ット）１３ａの上面にＵＳＢ給電コネクタ（ＵＳＢポート）１３ｂを埋め込んだ構造とな
っている。ＵＳＢポート１３ｂには、負荷機器Ｌ３のＵＳＢ入力プラグ（電源コネクタ）
Ｌ３ａ（図８参照）が装着されるようになっている。ＵＳＢ給電部１３では、凹部（ＵＳ
Ｂ給電ピット）１３ａの上面が負荷機器Ｌ３との接続面１３ｃとなる。　ここで、ＤＣ給
電ピット１１ａ、ＡＣ給電ピット１２ａおよびＵＳＢ給電ピット１３ａではそれぞれの接
続面（ピット上部面）１１ｃ、１２ｃ、１３ｃは下端側がケース１００の内側に入り込む
ように傾斜しており、ピット下部面１１ｄ、１２ｄ、１３ｄは上端側がケース１００の内
側に入り込むように傾斜している。負荷機器Ｌ１～Ｌ３との接続面（ピット上部面）１１
ｃ、１２ｃ、１３ｃの傾斜角度は、任意の角度であり得る。好ましくはケース１００を水
平面に配置したとき、水平面に対して約１０°～約８０°、さらに好ましくは約２０°～
約７０°、特に好ましくは約３０°～約６０°である。
【００８４】
　接続面１１ｃ、１２ｃ、１３ｃを下方に向けることにより、雨などによる水が直接接続
面１１ｃ、１２ｃ、１３ｃに付着することを回避することが可能であるとともに、ケース
１００の側面（給電側側壁１０の表面）を伝う雨水などが接続面１１ｃ、１２ｃ、１３ｃ
に回り込む現象を起こりにくくすることができる。
【００８５】
　また、接続面を水平面に対して傾斜させることにより、たとえコネクタやプラグに水が
付着していても接続部にそれぞれを接続した場合に、付着した水が接続面の傾斜に沿って
接続面から流れ落ちるようになるため、接続面が傾斜を有さない場合に比べてさらに防水
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性の効果を得ることが可能となる。
【００８６】
　また、ＤＣ給電コネクタ１１ｂ、ＡＣコンセント１２ｂおよびＵＳＢポート１３ｂはそ
れぞれ、配線（図示せず）により回路ユニット２２０の対応する出力端子に接続されてお
り、バッテリー２１０のＤＣ出力を回路ユニット２２０で変換して得られたＤＣ電圧、Ａ
Ｃ電圧およびＵＳＢ対応電圧が、対応するＤＣ給電コネクタ１１ｂ、ＡＣコンセント（Ａ
Ｃ給電コネクタ）１２ｂ、およびＵＳＢポート（ＵＳＢ給電コネクタ）１３ｂに供給され
るようになっている。
【００８７】
　なお、負荷機器Ｌ１のＤＣ入力プラグＬ１ａ、負荷機器Ｌ２のＡＣ入力プラグＬ２ａお
よび負荷機器Ｌ３のＵＳＢ入力プラグＬ３ａは、凸型の接続部を有するオス型コネクタで
あることが好ましく、また、ＤＣ入力プラグＬ１ａが接続されるＤＣ給電コネクタ１１ｂ
、ＡＣ入力プラグＬ２ａが接続されるＡＣコンセント１２ｂ、およびＵＳＢ入力プラグＬ
３ａが接続されるＵＳＢポート１３ｂは、凹型の接続部を有するメス型コネクタであるこ
とが好ましい。
【００８８】
　〔第２の側壁２０〕
　ケース１００の後面部を形成する第２の側壁２０は、非常用携帯電源１０００のバッテ
リー２１０を充電するための電力、例えば、１以上の外部電源（例えば、外部電源Ｐ１～
Ｐ３）からの電力を入力するためのインターフェースとなっている。以下、第２の側壁２
０は受電側側壁２０ともいう。
【００８９】
　受電側側壁２０は、図１（ｃ）、図２（ｂ）、図６（ｂ）および図４に示すように、外
部電源Ｐ１～Ｐ３を接続するための接続部２１～２３を含む。接続部２１は、外部電源（
例えば、太陽電池パネル）Ｐ１が接続され、太陽電池パネルＰ１からＤＣ電圧を受けるＤ
Ｃ受電部２１である。接続部２２は、外部電源（例えば、一般家庭のＡＣコンセント）Ｐ
２が接続され、ＡＣコンセントＰ２から商用ＡＣ電圧（ＡＣ１００Ｖ）を受けるＡＣ受電
部２２である。接続部２３は、自動車のシガーソケットを介して外部電源（例えば、車載
バッテリー）Ｐ３が接続され、車載バッテリーＰ３からＤＣ電圧を受けるシガーソケット
受電部２３である。ＤＣ受電部２１、ＡＣ受電部２２、シガーソケット受電部２３は、受
電側側壁２０の第２の部屋１００ｂに対向する部分に配置されている。
【００９０】
　ＤＣ受電部２１は、図１１に示すように、受電側側壁２０の表面に形成された凹部（Ｄ
Ｃ受電ピット）２１ａの上面にＤＣ受電コネクタ２１ｂを埋め込んだ構造となっている。
ＤＣ受電コネクタ２１ｂには、外部電源Ｐ１のＤＣ出力プラグＰ１ａ（図１１（ａ）参照
）が装着されるようになっている。このＤＣ受電部２１では、凹部（ＤＣ受電ピット）２
１ａの上面が外部電源Ｐ１との接続面２１ｃとなる。　ＡＣ受電部２２は、図１１に示す
ように、ＤＣ受電ピット２１ａに隣接して位置するように受電側側壁２０の表面に形成さ
れた凹部（ＡＣ受電ピット）２２ａの上面にＡＣ受電コネクタ２２ｂを埋め込んだ構造と
なっている。ＡＣ受電コネクタ２２ｂには、一端が一般家庭のＡＣコンセントに接続され
た電源コードＰ２ｂの他端に取り付けられたＡＣ出力プラグ（出力コネクタ）Ｐ２ａ（図
１１参照）が装着されるようになっている。このＡＣ受電部２２では、凹部（ＡＣ受電ピ
ット）２２ａの上面が外部電源Ｐ２との接続面２２ｃとなる。
【００９１】
　シガーソケット受電部２３は、図１１に示すように、ＡＣ受電ピット２２ａに隣接して
ＤＣ受電ピット２１ａの下部に位置するように受電側側壁２０の表面に形成された凹部（
シガーソケット用ピット）２３ａの上面にシガーソケット用受電コネクタ２３ｂを埋め込
んだ構造となっている。シガーソケット用受電コネクタ２３ｂには、外部電源（車両のバ
ッテリー）Ｐ３に車両のシガーソケットを介して接続されたＤＣ出力シガープラグ（出力
コネクタ）（図１１（ａ））Ｐ３ａが装着されるようになっている。このシガーソケット
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受電部２３では、凹部（シガーソケット用ピット）２３ａの上面が外部電源Ｐ３との接続
面２３ｃとなる。
【００９２】
　ここで、ＤＣ受電ピット２１ａ、ＡＣ受電ピット２２ａおよびシガーソケット用ピット
２３ａではそれぞれ、接続面（ピット上部面）２１ｃ、２２ｃ、２３ｃは下端側がケース
１００の内側に入り込むように傾斜しており、ピット下部面２１ｄ、２２ｄ、２３ｄは上
端側がケース１００の内側に入り込むように傾斜している。
【００９３】
　外部電源Ｐ１～Ｐ３との接続面（ピット上部面）２１ｃ、２２ｃ、２３ｃの傾斜角度は
、任意の角度であり得る。好ましくはケース１００を水平面に配置したとき、水平面に対
して約１０°～約８０°、さらに好ましくは約２０°～約７０°、特に好ましくは約３０
°～約６０°である。
【００９４】
　接続面２１ｃ、２２ｃ、２３ｃを下方に向けることにより、雨などによる水が直接接続
面２１ｃ、２２ｃ、２３ｃに付着することを回避することが可能であるとともに、ケース
１００の側面（給電側側壁１０の表面）を伝う雨水などが接続面２１ｃ、２２ｃ、２３ｃ
に回り込む現象を起こりにくくすることができる。さらに、接続面２１ｃ、２２ｃ、２３
ｃを水平面に対して傾斜させることにより給電側側壁１０の接続面１１ｃ、１２ｃ、１３
ｃと同様の効果が得ることができる。
【００９５】
　また、ＤＣ受電コネクタ２１ｂ、ＡＣ受電コネクタ２２ｂおよびシガーソケット用受電
コネクタ２３ｂはそれぞれ、配線により回路ユニット２２０の対応する出力端子に接続さ
れており、外部電源Ｐ１～Ｐ３からのＤＣ出力あるいはＡＣ出力によりバッテリー２１０
の充電が行われるようになっている。
【００９６】
　なお、外部電源Ｐ１のＤＣ出力プラグＰ１ａ、外部電源Ｐ２のＡＣ出力プラグ（出力コ
ネクタ）Ｐ２ａおよび外部電源Ｐ３のＤＣ出力シガープラグＰ３ａは、凹型の接続部を有
するメス型コネクタであることが望ましい。また、ＤＣ出力プラグＰ１ａが接続されるＤ
Ｃ受電コネクタ２１ｂ、ＡＣ出力プラグＰ２ａが接続されるＡＣ受電コネクタ２２ｂ、お
よびＤＣ出力シガープラグＰ３ａが接続されるシガーソケット用受電コネクタ２３ｂは、
凸型の接続部を有するオス型コネクタであることが望ましい。
【００９７】
　このように非常用携帯電源１０００のケース１００では、第１の側壁１０および第２の
側壁２０のようにケース１００の異なる側壁のうちの１つの側壁を、非常用携帯電源１０
００から電力の供給を受ける負荷機器（電気器具）Ｌ１～Ｌ３が接続される給電側側壁１
０として用い、もう１つの側壁を、非常用携帯電源１０００へ電力を出力する外部電源Ｐ
１～Ｐ３が接続される受電側側壁２０として用いるので、負荷機器Ｌ１～Ｌ３や外部電源
Ｐ１～Ｐ３が接続されるコネクタの場所を見つけやすく、停電時の暗闇で負荷機器Ｌ１～
Ｌ３を非常用携帯電源１０００の受電側側壁２０に接続してしまうといった間違った操作
を防止することが可能となる。ただし、本発明はこれに限定されない。一つの側壁に異な
る機能の器具との接続を可能とするインターフェース機能を持たせてもよい。
【００９８】
　〔第３の側壁３０〕
　ケース１００の左側面部を形成する第３の側壁３０は、非常用携帯電源１０００のケー
ス１００にバッテリー２１０を出し入れするためのインターフェースとなっている。以下
、第３の側壁３０は取出側側壁３０ともいう。
【００９９】
　図７は、図２に示すケース１００にバッテリー２１０を蓋部材１３０とともにスライド
可能に収容する構造を説明するための斜視図であり、図７（ａ）は、蓋部材１３０のスラ
イドによりバッテリー２１０をケース１００の内部から引き出した状態を示し、図７（ｂ



(14) JP 2020-184875 A 2020.11.12

10

20

30

40

50

）は、引き出したバッテリー２１０を蓋部材１３０から取り除いた状態を示す。
【０１００】
　この取出側側壁３０には、図３、図４、図６（ｃ）、図７に示すように、ケース１００
内にバッテリー２１０を出し入れするための開口（ケース開口）１１０ａが形成されてお
り、このケース開口１１０ａは、蓋部材１３０により開閉されるようになっている。
【０１０１】
　蓋部材１３０は、蓋部材本体１３１と、蓋部材本体１３１と一体に形成されたスライド
手段１３２とを有する。ここで、スライド手段１３２は、蓋部材本体１３１と一体に形成
されたスライド板で構成されているが、スライド手段１３２は、蓋部材本体１３１とは別
体であり、蓋部材本体１３１に固定された部材でもよい。
【０１０２】
　蓋部材本体１３１の外周縁には、図７に示すように、蓋部材１３０をケース本体１１０
に装着したときに、蓋部材本体１３１によりケース開口１１０ａが密閉されるようにシー
ル部材１３１ａが取り付けられている。なお、シール部材１３１ａを取り付ける場所は蓋
部材本体１３１の外周縁に限定されるものではなく、ケース開口１１０ａの内側縁に取り
付けられていてもよい。蓋部材１３０のスライド板１３２は、仕切壁１２０の上面で給電
側側壁１０および受電側側壁２０に沿って移動可能に支持されている。
【０１０３】
　シール部材の材質は、ケース本体内に水の侵入を防止できる範囲で任意の材料であり得
る。例えば、ゴムであってもよいし、ＰＴＦＥなどの樹脂であってもよい。
【０１０４】
　具体的には、仕切壁１２０の上面には、図４に示すように、中央ガイドレール１２１が
給電側側壁１０と受電側側壁２０との間の中央部分に位置するように設けられ、側部ガイ
ドレール１２２ａ、１２２ｂが中央ガイドレール１２１の両側に位置するように給電側側
壁１０および受電側側壁２０の内面に沿って設けられている。
【０１０５】
　蓋部材１３０のスライド板１３２は、中央ガイドレール１２１上にスライド可能に載置
され、スライド板１３２の両側縁部は、スライド板１３２が中央ガイドレール１２１から
浮き上がらないで給電側側壁１０および受電側側壁２０に沿って移動するように側部ガイ
ドレール１２２ａ、１２２ｂによりガイドされている。
【０１０６】
　蓋部材１３０のスライド板１３２上には、一対のバッテリー２１０が相対向するように
取り付けられており、蓋部材１３０をケース本体１１０に対して出し入れすることにより
、スライド板１３２とともにバッテリー２１０をケース本体１１０から取り出したりケー
ス本体１１０に格納したりすることができる。
【０１０７】
　さらに、蓋部材本体１３１の中央部分には、蓋部材本体１３１をケース本体１１０に対
して固定するロック機構１５０が設けられている。このケース１００では、蓋部材１３０
をケース本体１１０のケース開口１１０ａに装着して蓋部材本体１３１をケース開口１１
０ａに密着させた状態で、蓋部材本体１３１がケース開口１１０ａから外れないようにロ
ック機構１５０により蓋部材本体１３１をケース本体１１０に固定することができる。
【０１０８】
　ロック機構１５０は、図６（ｃ）に示すように、取出側側壁３０に固定されたベース部
材１５０ａと、ベース部材１５０ａに対して引き出し可能に取り付けられた操作レバー１
５１と、操作レバー１５１の一端に設けられた施錠部１５２と、操作レバー１５１による
蓋部材本体１３１とケース開口１１０ａとの係合を解除する係合解除ボタン１５３とを有
する。
【０１０９】
　〔第４の側壁４０〕
　ケース１００の左側面部を形成する第４の側壁４０は、ケース１００内の電装部品２０
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０で発生した熱を対流によりケース外部に放出させる機能を有している。以下、第４の側
壁４０は放熱側側壁４０ともいう。
【０１１０】
　この放熱側側壁４０は、図２（ｂ）、図６（ｄ）、図４に示すように、放熱のための換
気部４０ａを有しており、換気部４０ａには複数の換気口１０２が形成されている。ここ
では、各換気口１０２には雨よけ庇１０２ａが形成されており、雨の日に屋外で使用した
場合でも換気口１０２からケース１００内に雨が入らないようになっている。
【０１１１】
　次に、ケース底板５０およびケース天板６０を説明する。
【０１１２】
　〔ケース底板５０〕
　ケース底板５０は、ケース本体１１０が水平面に配置された場合に水平になるように形
成されている。但し、ケース底板５０の上面（第１の部屋の内床面）は、図３Ａに示す非
常用携帯電源１０１０におけるケース底板５１の上面のように、ケース本体１１０が水平
面に配置された場合に水平面に対して傾斜するようにしたものでもよい。図３Ａに示すケ
ース底板５０の上面の傾斜は、取出側側壁３０側から換気側側壁４０側にかけて低くなる
傾斜である。この非常用携帯電源１０１０では、ドレーン１０１は、ケース底板５１の最
も低い位置に配置されることが望ましい。これにより第１の部屋１００ａが浸水した後の
第１の部屋１００ａからの水はけをよくすることができる。
【０１１３】
　さらに、ケース底板５０の傾斜の形態は、第１の部屋に浸水した水がドレーンに向かっ
て流れやすくなる範囲で任意の形態であり得る。すなわち、ケース底板５０の上面は平面
である必要はなく、曲面でもよい。さらに、ケース底板５０は、ケース底板５０の一端側
から他端側に階段状に低くなるものであってもよい。
【０１１４】
　また、ケース底板５０は、下面を平坦な平面であってもよいし、後述する上面窪み部１
１０ｂと嵌合する下面突出部（図示せず）を有するようにしてもよい。下面を平坦な平面
とすることにより、複数の電源１０１０を積み重ね（スタッキング）可能となる。また、
下面に上面窪み部１１０ｂと嵌合する下面突出部を設けることにより、積み重ねたときの
安定性を向上させることも可能である。
【０１１５】
　なお、図３Ａに示す非常用携帯電源１０１０は、ケース底板５０が傾斜している点以外
の構成は、図３に示す非常用携帯電源１０００のものと同一である。
【０１１６】
　〔ケース天板６０〕
　ケース天板６０は上面窪み部１１０ｂを有していてもよい。上面窪み部１１０ｂにはケ
ース持ち手１１０ｃが取り付けられている。ケース持ち手１１０ｃは、ベルト部材１１１
ｃを固定部材１１２ｃで天板６０に固定した構造となっている。このようなケース持ち手
１１０ｃがケース本体１１０に取り付けられていることにより、非常用携帯電源１０００
を片手で簡単に持ち運ぶことが可能となる。また、ケース底板５０の下面とケース天板６
０の上面とを、ケース１００を縦方向に積み上げたときにがたつかない形状とすることに
より、ケース１００を縦方向に少なくとも２～３段積み上げることが可能となる。
【０１１７】
　次に、非常用携帯電源１０００の使用方法、充電方法、およびバッテリー交換方法を順
に説明する。
【０１１８】
　〔非常用携帯電源１０００の使用方法〕
　図８は、図２に示す非常用携帯電源１０００の使用状態を説明するための図であり、図
８（ａ）および図８（ｂ）はそれぞれケースの前面側を示す斜視図および平面図、図８（
ｃ）は図８（ｂ）のＸＩＩＩｃ－ＸＩＩＩｃ線断面図である。
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【０１１９】
　この非常用携帯電源１０００は、例えば、災害による停電時に用いられる。ただし、こ
の非常用携帯電源１０００は、災害による停電時に限らず、キャンプその他の電源設備の
ない場所での活動などで利用できることは言うまでもない。
【０１２０】
　この非常用携帯電源１０００のケース１００は、その４つの側壁１０、２０、３０、４
０には別々の機能が割り当てられているので、バッテリー２１０の出力を供給したい負荷
機器の電源コネクタ、例えば、負荷機器Ｌ１のＤＣ入力プラグＬ１ａ、負荷機器Ｌ２のＡ
Ｃ入力プラグＬ２ａ、負荷機器Ｌ３のＵＳＢ入力プラグＬ３ａを、充電機能を備えた給電
側側壁１０に設けられている複数種類の給電コネクタ、たとえば、ＤＣ給電コネクタ１１
ｂ、ＡＣ給電コネクタ（ＡＣコンセント）、ＵＳＢ給電コネクタ（ＵＳＢポート）１３ｂ
に差し込むことで、各負荷機器Ｌ１～Ｌ３に電源電圧を供給することができる。
【０１２１】
　例えば、停電時に、ＤＣ６Ｖを電源電圧とする照明器具を点灯し、商用ＡＣ１００Ｖを
電源電圧とするテレビを点け、さらに、携帯電話を充電したい場合、非常用携帯電源１０
００のケース１００の４つの側壁のうち、現在時刻、電池残量が表示されている給電側側
壁１０を見つけ出し、負荷機器Ｌ１～Ｌ３の接続プラグ（電源コネクタＬ１ａ～Ｌ３ａ）
をその給電側側壁１０に設けられている対応する給電コネクタ１１ｂ、１２ｂ、１３ｂに
差し込む。ここでは、図８に示すように、照明器具のＤＣ入力プラグＬ１ａをＤＣ給電部
１１のＤＣ給電コネクタ１１ｂに差し込み、テレビのコンセントプラグ（ＡＣ入力プラグ
）Ｌ２ａをＡＣ給電コンセント１２ｂに差し込み、さらに、携帯電話に接続したＵＳＢケ
ーブルのＵＳＢ入力プラグＬ３ａをＵＳＢ給電ポート１３ｂに差し込む。その状態で電源
スイッチ１０ａをオンすることにより、停電状態で、照明器具の点灯、テレビの視聴、さ
らに、携帯電話の充電を行うことができる。
【０１２２】
　次に、このような非常用携帯電源１０００の使用状態で、集中豪雨や河川の氾濫などで
非常用携帯電源１０００の浸水が始まった場合に、この非常用携帯電源１０００でケース
内の電装部品２００の浸水が回避される様子を説明する。
【０１２３】
　図９は、図８に示す非常用携帯電源１０００の使用状態においてケース内に水が浸入す
る様子を説明するための図であり、図１０は、図８に示す非常用携帯電源１０００の使用
状態においてケース内での水嵩の変化に応じて開閉機構が動作する様子を説明するための
図である。具体的には、図９（ａ）、図９（ｂ）は、ケース内での水嵩の変化を図２（ａ
）のＩＩＩ－ＩＩＩ線断面で示す図、図９（ｃ）、図９（ｄ）は、ケース内での水嵩の変
化を図２（ａ）のＩＶ－ＩＶ線断面で示す図、図１０（ａ）、図１０（ｂ）は、開閉機構
１４０の動作を図２（ａ）のＩＩＩ－ＩＩＩ線断面で示す図、図１０（ｃ）、図１０（ｄ
）は、開閉機構１４０の動作を図２（ａ）のＩＶ－ＩＶ線断面で示す図である。
【０１２４】
　例えば、図８に示すように、災害などによる停電時に屋内で携帯電話などの携帯電子機
器の充電器、テレビ、照明器具の電源として非常用携帯電源１０００を使用している状態
で、集中豪雨や河川の氾濫などで家屋の床上浸水が発生した場合、水嵩Ｈｗ１が非常用携
帯電源１０００のケース底板５０の高さを超えると、図９（ａ）、図９（ｃ）に示すよう
に、ドレーン１０１からケース１００の第１の部屋１００ａに水が浸入する。この状態で
は、第１の部屋１００ａでの水嵩Ｈｗ１は開閉機構１４０ａ、１４０ｂのボール弁１４１
ａ、１４１ｂには届かないので、開閉機構１４０ａ、１４０ｂは作動しない。
【０１２５】
　その後、図９（ｂ）、図９（ｄ）に示すように、さらにケース内への水の流入が続き、
第１の部屋１００ａでの水嵩Ｈｗ２が開閉機構１４０ａ、１４０ｂのボール弁１４１ａ、
１４１ｂに達すると、ボール弁１４１ａ、１４１ｂは水の浮力で浮き上がる。ただし、こ
の状態では、第１の部屋１００ａでは水嵩が仕切壁１２０に達するまでまだ余裕があり、
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このため、仕切壁１２０の連通路１０３は開放された状態のままである。
【０１２６】
　その後、図１０（ａ）、図１０（ｃ）に示すように、水嵩Ｈｗ３がさらに増大して仕切
壁１２０の間近に迫ると、ボール弁１４１ａ、１４１ｂは浮力により浮上して連通路１０
３の開口に密着することとなり、これにより連通路１０３が塞がれる。その結果、第１の
部屋１００ａに浸入した水が連通路１０３を通して第２の部屋１００ｂに流れ込むのが阻
止される。
【０１２７】
　その後、図１０（ｂ）および図１０（ｄ）に示すように、非常用携帯電源１０００のケ
ース１００の外部での水嵩Ｈｗ４がケース１００の仕切壁１２０の高さを超えても、第１
の部屋１００ａから第２の部屋１００ｂへ水が浸入することはないので、水嵩がケース１
００の上部に形成されている換気部４０ａの換気口１０２の高さに達するまでは、ケース
１００では、電装部品２００が収容されている第２の部屋１００ｂの浸水は起こらない。
【０１２８】
　次に、このような非常用携帯電源１０００のバッテリー２１０を充電する方法を説明す
る。
【０１２９】
　〔非常用携帯電源１０００の充電方法〕
　図１１は、図２に示す非常用携帯電源の充電状態を説明するための図であり、図１１（
ａ）および図１１（ｂ）はそれぞれケースの後面側を示す斜視図および平面図、図１１（
ｃ）は図１１（ｂ）のＸＩｃ－ＸＩｃ線断面図である。
【０１３０】
　このような非常用携帯電源１０００は、平常時にバッテリー２１０を充電しておく必要
があり、この非常用携帯電源１０００では、その充電に種々の外部電源（例えば、外部電
源Ｐ１～Ｐ３）を用いることができる。
【０１３１】
　具体的には、非常用携帯電源１０００のケース１００の受電側側壁２０には、ＤＣ受電
部２１、ＡＣ受電部２２、シガーソケット受電部２３が設けられており、これらの受電部
２１～２３ではそれぞれ、外部のＤＣ電源（例えば、太陽電池パネル）からのＤＣ電圧、
外部のＡＣ電源（例えば、一般家庭のＡＣコンセント）からの商用ＡＣ電圧（ＡＣ１００
Ｖ）、自動車のシガーソケットからのＤＣ電圧を受けることができる。
【０１３２】
　例えば、外部電源として個人宅のコンセント（ＡＣ１００Ｖ）を利用する場合、図１１
に示すように、一端が個人宅のコンセントに接続された電気コードＰ２ｂの他端のＡＣ出
力プラグ（出力コネクタ）Ｐ２ａをＡＣ受電部２２のＡＣ受電コネクタ２２ｂに接続する
。
【０１３３】
　これにより、回路ユニット２２０には、商用電源の電圧（ＡＣ１００Ｖ）が印加される
こととなり、回路ユニット２２０は、ＡＣ１００Ｖの電圧をバッテリー２１０の充電に適
した電圧に変換してバッテリー２１０に印加する。これにより、非常用携帯電源１０００
のバッテリー２１０が充電される。その結果、停電時など、通常の電源が確保できない状
況で、この非常用携帯電源１０００を用いて負荷機器Ｌ１～Ｌ３への給電を行うことが可
能となる。
【０１３４】
　なお、非常用携帯電源１０００のバッテリー２１０を充電するための外部電源の電圧は
、商用ＡＣ電圧に限定されず、太陽電池パネルからのＤＣ電圧、自動車のシガーソケット
からのＤＣ電圧でもよい。例えば、太陽電池パネルに接続された電源ケーブルの一端のＤ
Ｃ出力プラグ（出力コネクタ）Ｐ１ａをＤＣ受電部２１のＤＣ受電コネクタ２１ｂに接続
することにより、あるいは自動車のシガーソケットに装着された電源ケーブルの一端のＤ
Ｃ出力シガープラグ（出力コネクタ）Ｐ３ａをシガーソケット受電部２３のシガーソケッ
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ト用受電コネクタ２３ｂに接続することにより、非常用携帯電源１０００のバッテリー２
１０を外部電源により充電することができる。
【０１３５】
　このような非常用携帯電源１０００では、バッテリー２１０の充放電が繰り返し行われ
ることとなり、バッテリー２１０の性能は経時的に劣化していく。そのため、この非常用
携帯電源１０００では、バッテリー２１０の交換が可能となっており、以下、図２、図６
（ｃ）、図７、図１２を用いてバッテリー２１０の交換方法を説明する。
【０１３６】
　〔非常用携帯電源１０００のバッテリー交換方法〕
　図１２は、図２に示すケース１００に収容されているバッテリー２１０を交換する方法
を説明するための斜視図である。
【０１３７】
　この非常用携帯電源１０００では、ケース１００の取出側側壁３０が非常用携帯電源１
０００のケース１００にバッテリー２１０を出し入れするためのインターフェースとなっ
ている。従って、作業者は、図２、図６（ｃ）に示すように施錠部１５２によりケース本
体１１０に蓋部材１３０が固定されたロック状態を施錠部１５２の操作により解除し、図
７（ａ）に示すように蓋部材１３０をケース本体１１０から引き出す。バッテリー２１０
は蓋部材１３０のスライド板１３２上に固定されているので、蓋部材１３０をケース本体
１１０から側部ガイドレール１２２ａ、１２２ｂに沿って引き出すことにより、図１２に
示すように、蓋部材１３０とともにバッテリー２１０をケース本体１１０から取り出すこ
とができる。その後、ねじまたはバックルなどでスライド板１３２に固定されているバッ
テリー２１０をスライド板１３２から取り外すことにより、使用済みのバッテリー２１０
自体をケース本体１１０から回収することができる。
【０１３８】
　その後、新たなバッテリー２１０を蓋部材１３０のスライド板１３２に取り付け、スラ
イド板１３２が側部ガイドレール１２２ａ、１２２ｂと中央ガイドレール１２１とに係合
するように蓋部材１３０をケース本体１１０に挿入することにより、蓋部材１３０をケー
ス本体１１０に装着すると同時にバッテリー２１０をケース本体１１０に格納することが
できる。
【０１３９】
　このような構成の実施形態１による非常用携帯電源１０００では、以下の効果が得られ
る。
【０１４０】
　本実施形態１の非常用携帯電源１０００では、ケース１００を第１の部屋１００ａとそ
の上部に位置する第２の部屋１００ｂとを有する構造とし、ケース１００の下部に外部と
第１の部屋１００ａとをつなげるドレーン１０１を設け、かつ、バッテリー２１０を含む
電装部品２００を第２の部屋１００ｂに収容するようにしている。このため、災害による
停電時に非常用携帯電源１０００を使用している状態で床上浸水などが発生した場合、ケ
ース１００内では、第１の部屋１００ａが、電装部品２００を収容した第２の部屋１００
ｂよりも先に浸水することとなり、電装部品200が収容された第２の部屋１００ｂが浸水
するまで時間がかかることになり、非常用携帯電源１０００として、ケース１００内に配
置されている電装部品２００に対する防水性が高められたものが得られる。
【０１４１】
　非常用携帯電源１０１０のように、ケースを水平面に配置したときに第１の部屋の内床
面が水平面に対して傾斜するようにケースを構成し、傾斜した内床面の最も低い位置にド
レーンを取り付けることにより、第１の部屋１００ａに浸入した水は、水嵩の低下に応じ
て完全にケース１００の外部に流れ出るようにすることができる。
【０１４２】
　また、非常用携帯電源１０００のケース１００には第２の部屋１００ｂにつながる換気
口１０２が形成されている。このため、第２の部屋１００ｂでの熱対流により換気口１０



(19) JP 2020-184875 A 2020.11.12

10

20

30

40

50

２からの排気が効果的に行われ、第２の部屋１００ｂのバッテリー２１０などで発生した
熱の放熱効果を高めることができる。
【０１４３】
　さらに、第１の部屋１００ａと第２の部屋１００ｂとを仕切る仕切壁１２０には、第１
の部屋１００ａと第２の部屋１００ｂとを連通する連通路１０３が設けられている。この
ため、ケース１００内では、ドレーン１０１から第１の部屋１００ａ、連通路１０３、第
２の部屋１００ｂを経て換気口１０２に至る空気の流通経路が形成されることとなり、第
２の部屋１００ｂの電装部品２００で発生した熱を対流によりさらに効率よくケース１０
０の外部に排出することができる。
【０１４４】
　さらに、ケース１００には、第１の部屋１００ａと第２の部屋１００ｂとを連通する連
通路１０３ａ、１０３ｂを開閉する開閉機構１４０ａ、１４０ｂが設けられているので、
第１の部屋１００ａが完全に水没しても第１の部屋１００ａから連通路１０３を介して第
２の部屋１００ｂへ水が浸入するのを回避できる。
【０１４５】
　また、開閉機構１４０ａ、１４０ｂは、ドレーン１０１から第１の部屋１００ａへ流入
した水の水嵩が所定の高さに達したときに連通路１０３を閉鎖するよう構成されているの
で、第１の部屋１００ａから連通路１０３を介して第２の部屋１００ｂに水が浸入する前
に確実に連通路１０３を閉鎖することができる。
【０１４６】
　この非常用携帯電源１０００に負荷機器Ｌ１～Ｌ３を電気的に接続するためのコネクタ
部２３０は、負荷機器Ｌ１～Ｌ３のタイプに合わせて複数の異なるタイプのコンセント、
ソケット、あるいはポートなどの給電コネクタを含んでおり、しかも、個々のコネクタは
、ケース１００の側壁に形成された凹部（ピット）内に配置されているので、複数種類の
負荷機器Ｌ１～Ｌ３への給電を行うことができるだけでなく、個々の負荷機器Ｌ１～Ｌ３
の電源プラグと非常用携帯電源１０００の給電コネクタとの接続部分に雨水がかかるのを
回避できる。
【０１４７】
　さらには、負荷機器（電気器具）Ｌ１、Ｌ２、Ｌ３の電源プラグＬ１ａ、Ｌ２ａ、Ｌ３
ａが接続される接続部（給電部）１１、１２、１３では、負荷機器（電気器具）Ｌ１、Ｌ
２、Ｌ３との接続面１１ｃ、１２ｃ、１３ｃが下方を向くようになっているので、接続部
（給電部）が配置されているピット内に雨水が回り込んだ場合でも、接続部の内部に雨水
が浸入するのを回避できる。
【０１４８】
　また、ケース１００は、開口を有するケース本体１１０と、ケース本体１１０に着脱可
能に構成された蓋部材１３０とを有し、ケース本体１１０に蓋部材１３０を装着したとき
、ケース本体１１０の開口１１０ａと蓋部材１３０の蓋部材本体１３１との間がシール部
材１３１ａでシールされるようにしているので、ケース本体１１０と蓋部材１３０との隙
間から雨水がケース１００の内部に浸入するのを回避できる。
【０１４９】
　また、この非常用携帯電源１０００では、ケース本体に装着される蓋部材１３０は、仕
切壁１２０に取り付けられた中央ガイドレール１２１および側部ガイドレール１２２ａ、
１２２ｂに沿ってスライドするスライド板１３２を有し、バッテリー２１０をスライド板
１３２上に載置しているので、蓋部材１３０をケース本体１１０に対して出し入れするこ
とにより、バッテリー２１０をケース本体１１０に対して簡単に出し入れすることができ
る。
【０１５０】
　また、蓋部材１３０を構成する蓋部材本体１３１には、蓋部材１３０をケース本体１１
０に対する固定、および固定の解除を行うためのロック機構１５０が設けられている。こ
のため、蓋部材１３０をケース本体１１０のケース開口１１０ａに装着して蓋部材本体１
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３１をケース開口１１０ａに密着させた状態で、ロック機構１５０により蓋部材１３０が
ケース開口１１０ａから外れないように蓋部材本体１３１をケース本体１１０に固定する
ことができる。
【０１５１】
　さらには、非常用携帯電源１０００のケース１００は４つの側壁１０、２０，３０、４
０を有し、第１の側壁１０を、バッテリー２１０から電力の供給を受ける負荷機器（電気
器具）Ｌ１～Ｌ３の電源コネクタを装着するための給電側側壁とし、第２の側壁２０を、
バッテリー２１０を充電する外部電源Ｐ１～Ｐ３の出力コネクタを装着するための受電側
側壁とし、第３の側面３０を、ケース本体１１０に対してバッテリー２１０を出し入れす
るための取出側側壁とし、第４の側面を、ケース１００の内部の熱を放出するための換気
側側壁としているので、この非常用携帯電源１０００を使用する際の取り扱いを間違わな
いようにできる。
【０１５２】
　なお、上述した実施形態１の非常用携帯電源１０００は、災害による停電時などには、
被災地など必要な場所に運んで電源として利用できるものであるが、停電の解消までに時
間を要する場合、非常用携帯電源１０００のバッテリー２１０がなくなると、被災地など
で電源を失うこととなる。
【０１５３】
　そこで、実施形態１の非常用携帯電源１０００を持ち運び可能な発電装置と組み合わせ
ることで、非常用携帯電源１０００のバッテリー２１０が消耗したときには、発電装置で
発電した電力で非常用携帯電源１０００のバッテリー２１０を回復させることができる。
発電装置は、小型の発動機を有するもの、太陽電池パネルを有するもの、人力で発電機を
回転させるものなど、持ち運び可能なものであればどのようなものでもよい。
【０１５４】
　（実施形態２）
　図１３は、本発明の実施形態２として携帯発電システムの一例を説明するための斜視図
である。
【０１５５】
　実施形態２の電源システム１００１は、実施形態１の非常用携帯電源１０００を持ち運
び可能な太陽電池パネル１１００と組み合わせたものである。太陽電池パネル１１００は
、折り畳み式のパネル本体１１１０と、パネル本体１１１０を支持する折り畳み式架台１
１２０とを有する。パネル本体１１１０は、発電した電力を出力する出力端子１１１１を
有し、電源ケーブルＰ１ｂの一端が出力端子１１１１に接続されている。また、電源ケー
ブルＰ１ｂの他端に取り付けられているＤＣ出力プラグ（出力コネクタ）Ｐ１ａは、非常
用携帯電源１０００のケース１００の受電側側壁２０に設けられているＤＣ受電部２１の
ＤＣ受電コネクタ２１ｂに接続されている。
【０１５６】
　このように太陽電池パネル１１００の出力端子１１１１に非常用携帯電源１０００のＤ
Ｃ受電部２１のＤＣ受電コネクタ２１ｂを接続することにより、非常用携帯電源１０００
のバッテリー２１０を太陽電池パネル１１００で発電した電力により充電することができ
る。
【０１５７】
　従って、実施形態１の非常用携帯電源１０００を持ち運び可能な太陽電池パネル１１０
０と組み合わせた携帯電源システム１００１では、太陽電池パネル１１００を非常用携帯
電源の充電に用いることにより、災害による停電の状態が長引いた場合にバッテリー２１
０の電力を消費してしまっても、充電によりバッテリー２１０を回復でき、被災地などで
の電源の消失を回避できる。
【０１５８】
　以上のように、本発明の好ましい実施形態を用いて本発明を例示してきたが、本発明は
、この実施形態に限定して解釈されるべきものではない。本発明は、特許請求の範囲によ
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な好ましい実施形態の記載から、本発明の記載および技術常識に基づいて等価な範囲を実
施することができることが理解される。本明細書において引用した文献は、その内容自体
が具体的に本明細書に記載されているのと同様にその内容が本明細書に対する参考として
援用されるべきであることが理解される。
【産業上の利用可能性】
【０１５９】
　本発明は、電源および電源システムの分野において、防水性の高い電源およびそのよう
な電源を備えた電源システムを得ることができるものとして有用である。
【符号の説明】
【０１６０】
　１００　ケース
　１００ａ　第１の部屋
　１００ｂ　第２の部屋
　１０１、１０１ａ、１０１ｂ　ドレーン
　１０３　連通路
　２００　電装部品
　２１０　バッテリー
　１０００、１０１０　電源（非常用携帯電源）
　１００１　電源システム

【図１】 【図２】
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【図４】 【図５】
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【図８】 【図９】
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【図１２】 【図１３】
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